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お客様各位  2021 年 2 月 

 

品 質 保 証 部 

品 質 保 証 Ｇ 

盤内使用機器におけるＰＣＢ含有の有無について 

 
拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

盤内使用機器におけるＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）含有の有無につきまして、下記のとおりお知らせいた

します。 

敬 具 

記 

 
１．ＰＣＢ廃棄物の区分と処分期間 

ＰＣＢ廃棄物は「ＰＣＢ特措法」に基づき、定められた処理完了期間内に処理することが義務付けられ

ています。 

高濃度ＰＣＢ廃棄物：［処分期間：令和 4 年 3 月まで（変圧器・コンデンサ）］ 

ＰＣＢを意図的に絶縁油として使用したもので、ＰＣＢ濃度が 5000mg/kg 超過の

廃棄物  

低濃度ＰＣＢ廃棄物：［処分期間：令和 9 年 3 月まで］ 

ＰＣＢ濃度が 0.5mg/kg を超え、5000mg/kg 以下の廃棄物 

※微量ＰＣＢ汚染機器：非意図的にＰＣＢが混入した廃棄物（濃度 0.5mg/kg を超えるもの） 

     
２．ＰＣＢ含有の判別（変圧器・コンデンサについて） 

1) 高濃度ＰＣＢかどうかの判別方法 

昭和 28 年（1953 年）から昭和 47 年（1972 年）に国内で製造された変圧器・コンデンサには絶縁油にＰ

ＣＢが使用されたものがあります。 

詳細は各機器メーカに問い合わせるか、（一社）日本電機工業会のホームページ等にてご確認ください。 

 

2) 低濃度ＰＣＢかどうかの判別方法 

  過去の事例より、国内メーカが平成 2 年（1990 年）頃までに製造した電気機器にはＰＣＢ汚染の可能性

があることが確認されています。 

  コンデンサなど絶縁油の入替えができない機器については、平成 3 年（1991 年）以降に製造されたもの

はＰＣＢ汚染の可能性はないとされています。 

  変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスができる電気機器においても、絶縁油の入替えや絶縁油に係

るメンテナンスが行われていなければ、平成 6 年（1994 年）以降に製造されたものはＰＣＢ汚染の可能

性はないとされています。 

  ＰＣＢの含有について確実に判別を行う場合には、電気機器から絶縁油を採油し調査ください。 

 

＜資料引用先＞ 

環境省ホームページ「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）早期処理情報サイト」 

  http://pcb-soukishori.env.go.jp/ 

以 上 


